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しもつま 広
報 

下水道の利用人数変更届けについて 
  
下水道に接続し、井戸水・共同水道等を使用して

いる方は、家族の人数の変更により使用料が変わる

場合があります。 

 転居・出生・死亡届等を出しても、下水使用人数

は自動的に変更になりませんので、家族の人数に変

更があった方または井戸水等の使用を中止された方

はご連絡ください。 
 

問 市上下水道課 44-5311 

瓦チップの無料配布について 
 
瓦チップの無料配布は9月25日(木)まで延長し

ます。申請方法については、今までどおりとなり

ます。なお、下記のとおり配布時間が変更となり

ますので、ご注意ください。 
 

◆配布時間 毎週木曜日(祝祭日除く) 

      午後１時～３時 

※瓦チップがなくなり次第終了。 

※金曜日の配布はありません。 
 

問 市生活環境課 1425・1426 

固定資産税について 
 

◆納期限について 

平成26年度固定資産税｢第１期｣または｢全納｣の

納期限は、４月30日(水)です。 

◆平成26年度各期の納期限 

第１期 ４月30日(水) 

第２期 ７月31日(木) 

第３期 12月１日(月) 

第４期 12月25日(木) 

※納税通知書・課税明細書は再交付できません。 

 大切に保管してください。 

◆固定資産税の減免について 

 下記のような場合、固定資産税を減免する制度が 

 あります。 
 
１ 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の 

  所有する固定資産 

２ 公益のために直接専用する固定資産(有料で使 

  用するものを除く) 

３ 市の全部または一部にわたる災害または天候の 

  不順により、著しく価格を減じた固定資産 
 
※減免を受ける場合は、４月23日(水)までに、申 

 請書を税務課固定資産税係へ提出してください。 
 

問 <固定資産税に関すること> 
   市税務課 内線1353～1357 
   <納税に関すること> 

   市収納課 内線1367 

高齢者福祉タクシー利用助成券を 

交付します 
 

◆対象者 

 市内在住で下記に該当する方 

 ・在宅で、75歳以上のひとり暮らしおよび高齢者  

  のみの世帯の方 

 ・在宅で、80歳以上の高齢者の方 

※以下の方は該当しません。 

 ・障害者タクシーの助成を受けている方 

 ・現に車を所有し、運転できる方 

 ・自動車税および軽自動車税の減免を受けている方 

◆利用条件 

 助成券裏面に記載されているタクシー事業所および 

 介護タクシー事業所が利用できます。 

◆助成内容 

 (１)１枚につき初乗り運賃額を助成します。 

 (２)１回の乗車につき１枚のみ利用できます。 

 (３)４月～９月までに申請された方 12枚 

 10月～３月までに申請された方 ６枚 

※助成券を紛失した場合、再交付はできません。 

◆申請受付 

印鑑・保険証を持参し、介護保険課または、くらし 

の窓口課(千代川庁舎)に申請してください。 
 

問 市介護保険課 内線1536・1538 

高齢者はり・灸・マッサージ 

施術費助成券を交付します 
 

◆対象者 

市内在住で下記に該当する方 

・70歳以上の方 

・65歳以上で身体障害者手帳１・２級所持の方 

◆利用条件 

市内の施術機関で利用できます。 

◆助成内容 

(１)施術費として１回につき1,200円分を助成 

   します 

(２)４月～９月までに申請された方 12枚 

   10月～３月までに申請された方 ６枚 

※助成券を紛失した場合、再交付はできません 

◆申請受付 

印鑑・保険証を持参し、介護保険課または、く 

らしの窓口課(千代川庁舎)に申請してください。 
 

問 市介護保険課 内線1536・1538 

不法投棄１１０番 
 
 産業廃棄物の不法投棄(散乱・埋め立て・積み上げ 

焼却)、違法な土砂による盛土などを見かけたら情報 

提供をお願いします。 
 
※危険ですので、投棄をしている者とは接触しない 

 でください。 
 

問 県不法投棄110番 0120-536-380 
    県不法投棄対策室 029-301-3033 
    県西県民センター環境・保安課  24-9127 
        市生活環境課 内線1422 
        ※休日や夜間は下妻警察署  43-0110 

｢春の山野草展｣開催 
 
一足早い春を感じてみませんか。下妻市自然愛護

協会の方々が丹精込めて育てた、身近な山野草を約

450点展示します。春のふれあい公園の散策を兼

ねて、ぜひご来館ください。 
 
◆日時 ４月18日(金)～20日(日) 

    午前９時～午後４時30分 

    ※20日(日)は午後３時まで 

◆場所 ネイチャーセンター ギャラリー１ 

◆入館料 無料 

◆主催 下妻市自然愛護協会 
 

問 小貝川ふれあい公園ネイチャーセンター 
   45-0200 

下妻市長選挙は無投票となりました 
 
平成26年３月23日(日)に下妻市長選挙の立候

補届出がおこなわれ、立候補者が稲葉本治氏のみ

であったため、無投票となりました。 

 

問 市選挙管理委員会(市総務課内)  
    内線1242・1243 

下妻市住宅リフォーム 

資金補助事業について 
 

 市民の方を対象に住宅リフォーム工事費用の一部を

補助します。 

・平成26年４月１日以降に着工し、平成26年９月30

日までに完成の工事が対象。 

※東日本大震災による修繕工事は対象外となるため 

 ｢下妻市被災住宅等復旧資金利子助成補助事業｣を 

 ご活用ください。 

・消費税を除いた工事費が10万円以上の工事が対象 

 で、補助率は10％、補助金の上限は10万円です。 

・申請された補助金の総額が予算に達しましたら、受 

 付を終了します。 

・その他の補助要件については、｢申請の手引き｣また

は市ホームページをご覧ください。 

なお、｢申請の手引き｣、申請書様式は、市役所総合

案内(本庁舎)および産業振興課(千代川庁舎)にあり

ます。 
  

問 市産業振興課 内線2633・2634 

4月からNPO法人の申請・相談窓口が 

変更になりました 
 
 NPO法人の申請・相談については、これまで県が

窓口でしたが、4月から市役所で各種手続きができる

ようになりました。 

 4月以降は、各種認証申請、各種変更届および事業

報告書等は、県ではなく市役所に提出することになり

ます。 

 詳しくは市役所または茨城県県民運動推進室へお問

い合わせください。 
  

問 市民協働課 内線1313 
   県生活環境部生活文化課 県民運動推進室 

029-224-8120 

案 内 

案 内 



脳検診の補助について 
 
 脳疾患の早期発見と脳疾患予防を目的として、医療機関で脳検診を

受ける方に受診料の２分の１(限度額15,000円まで)を補助します。 
 
◆申込受付期間 ４月10日(木)～23日(水) 

 ※下妻市保健センターに直接来所し、受付をしてください。 

 ※先着順ではありません。電話での受付はできません。 

◆定員 100名 ※定員を超えた場合は抽選 

◆対象者 ・下妻市に住民登録をしている方。 

    ・受診日に40歳～74歳までの方。 

    ・平成26年５月14日～平成26年9月30日 

     までに受診可能な方。 

    ・医療機関で脳検診を受診する方。 

     ・前年度に当該助成を受けていない方。 

     ・市税を滞納していない方。 

◆検診内容 

 ・脳関連検査(MRI脳実質撮影、MRA脳血管撮影、頚椎Ｘ線撮影) 

     のみが対象。 

 ・検診ではなく、健康保険の適用を受けた検査料は対象外。  
 

問 市保健センター  43-1990 

茨城いのちの電話『電話相談員』募集  
  
 いのちの電話は、自殺予防を目的とし、さまざまな問題を抱えなが
ら相談する人もなく、助けを求めている一人ひとりに、電話という手段

で対話することを目的とするボランティア活動です。 
 
●申込期限 ５月９日(金)必着 

●応募資格 ①いのちの電話の主旨に賛同し、24時間受信体制での活

動に積極的に参加してくれる方 

      ②23～63歳。学歴・職業は問いません。 

      ③所定の研修に必ず参加できる方 

●定員  40名程度 

●研修期間 平成26年６月～平成28年３月(原則として月３回) 

      ※必修の宿泊研修があります(10月11日～13日) 

●研修場所 つくば市内(一部を水戸でおこなうことがあります) 
 

問 茨城いのちの電話事務局 

   つくば：029-852-8505(月～金午前9時～午後５時) 
   水戸 ：029-244-4722(月～金午後１時～５時) 

特定健康診査・基本健康診査「集団健診」について 
 
【対象者・検査項目・自己負担額】※年齢は、平成2７年3月31日現在(75歳になる方を除く) 

 ◆40歳～75歳未満(下妻市国民健康保険加入者)および39歳以下の方 

  身体測定、血圧測定、尿検査、眼底検査、心電図検査、血液検査(血中コレステロール・肝機能・血糖・貧血・尿酸・クレアチニン)…1,５00円 

 ◆75歳以上の方 

  身体測定、血圧測定、尿検査、血液検査(血中コレステロール・肝機能・血糖・クレアチニン)…無料             

 《次の検診は、加入している健康保険の種類にかかわらず受診できます》  

  ◇胸部レントゲン(65歳以上)…無料 (40歳～64歳)…300円 (39歳以下)…700円  ◇大腸がん検診(30歳以上)…300円 

  ◇前立腺がん検診(40歳以上の男性)…500円  ◇肝炎ウイルス検査(40歳以上の今までに検査を受けたことがない方)…500円 

  ◇肺がん喀たん検査(40歳以上で胸部レントゲンを受診する方)…容器代＋検査代 800円 

今年度75歳になる方は、受診日の年齢により健診内容、自己負担額が変わります。詳しくは、お問合せください。 

【持参するもの】 保険証、受診券、自己負担金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

◎健康診査のみ受診できる「特定・基本健診受診券」は4月下旬頃送付します。 

 ◇40歳～74歳(国保加入者)、3５歳～39歳の方…全員に送付。 ◇30歳～34歳の方…国保加入者および前年度受診者に送付。 

 ◇75歳以上、29歳以下の方…前年度受診者に送付。      ◇新たに希望する方…保健センターにお申込みください。 

～「セット健診」を予約済みの方へ～ 

  今回発送する｢特定・基本健診受診券｣は送付しません。予約日の10日程前までに｢セット健診用の受診券｣を送付しますのでお待ちください。 

～社会保険の扶養の方へ～ 

  健康保険の種類によっては、市の集団健診を受診できない場合がありますので、事前に健康保険証の発行元に確認してください。39歳以下の

方であれば、健康保険の種類にかかわらず、市の集団健診が受けられます。 
 

問 市保険年金課 内線1515 市保健センター 43-1990 

案 内 

募 集 

｢手当法とベビーマッサージ～病院に行く前にとりあえずできる 

 こと病院にかかりながらもできる手当法～｣開催 
 

◆日時 4月23日(水)午前10～12時 

◆場所 筑西市関城老人福祉センター 

◆講師 伊東 厚子 助産師 

◆参加費 500円/組(子連れ可)  ※要予約 

◆その他 E-mail：nonohanashizenikuji@yahoo.co.jp  

     HP：http://sky.geocities.jp/nonohana_shizenikuji/ 
 

問 申 ののはな自然育児の会(清藤) 090-9304-8409 

mailto:nonohanashizenikuji@yahoo.co.jp
http://sky.geocities.jp/nonohana_shizenikuji/
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「春のプールあそび＆健康セミナー」 

を開催します 
 
◆実施日 ５月11日(日) 

◆場所 ほっとランド・きぬ館内 

    室内プールおよびサークル室 

◆時間および内容 

 <プールあそび> 

 午後１時30分～３時 

 ・水の上においた浮き島やトランポリンでおもいっ

きりあそびましょう！ 

 ・お子様～大人の方までご参加いただけます。 

 ・キッズアクアビクス(子供達の知っている曲に合

わせて踊ります) 

<健康セミナー> 

(定員30名、高校生以上の方) 

 ・第一部：午前11時～12時30分  

  ｢骨盤ストレッチ＆ピラティスエクササイズ｣ 

 ・第二部：午後6時30分～8時 

  ｢姿勢矯正ストレッチ＆ダイエットエクササイズ｣ 

◆受付方法 

・プールあそび⇒当日自由参加 

・健康セミナーのみ4月19日(土)より事前受付開始 

 ・受付開始時間 第一部：午前11時～ 

第二部：午後6時30分～ 

※ほっとランド・きぬフロントに 

 て受付を開始 

 ・受付開始時に定員を超えていた場合は、抽選とさ 

  せて頂きます。 

 ・健康セミナーは、お一人様一回限りの参加となり 

  ます(定員に満たない場合は参加可能) 

 ・電話での申込みはできません。 

◆その他 

・身長130cm未満のお子様はフィックス着用 

 ・小学校3年生以下のお子様は18歳以上の保護者 

  同伴 

◆参加費 無料(入館料のみ) 
 
◎詳しくは、ほっとランド・きぬに問い合わせるか、

下妻市地方広域事務組合(ほっとランド・きぬ)の

ホームページをご覧ください。 

 【http://www.kouiki-shimotsuma.or.jp/】 
 

問 ほっとランドきぬ 30-4126 

飯村丈三郎生誕160周年記念事業 

｢記念講演会/ゆかりの地巡り｣開催 
 
◆開催日 5月10日(土) 

◆定員 20名  

    ※定員になり次第締切 

    ※｢記念講演会｣・｢ゆかりの地巡り｣の両 

     方に参加できる方 

◆申込期間 4月25日(金)までに生涯学習課にお 

      申し込みください。 

<記念講演会> 

◇時間 午前10時30分～12時 

◇場所 下妻市千代川公民館 視聴覚室  

◇演題 ｢飯村丈三郎翁の業績とその人物につ 

    いて｣ 

◇講師 冨山 章一 氏 

(飯村丈三郎研究家・茨城新聞社地域連 

携統括) 

<ゆかりの地巡り> 

◇時間 午後1時～3時30分 

◇内容 下妻市内に残る飯村丈三郎ゆかりの地 

    を巡ります。 
 

問 申 市生涯学習課 内線2834 

｢ちょっと素敵なまちづくり｣ 
 ～花とふれあいまつり 

  ｢花の株券｣にご協力ください～ 
  
花と一万人の会主催による“第23回花とふ

れあいまつり”が、５月18日(日)に鬼怒フラ

ワーラインで開催されます。 

それに先立ち、“花の 

株券(絵はがき、花の種、 

抽選券、バーベキュー・ 

そば共通引換券付)”を販 

売しています(１枚1,000 

円)。この｢花の株券｣で集 

まった資金は、花とふれ 

あいまつりや鬼怒フラワー 

ラインの整備に使われています。 

 また、花と一万人の会では推進員として協

力してくださる方を随時募集しています。 
 
◆株券取扱  

 市役所都市整備課(第二庁舎)・産業振興課

(千代川庁舎)、飯島順一、大内修、須藤洋

一、浅野清一、浅野政行、飯島和一、飯島

澄江、飯塚武彦、飯塚次彦、池田一浩、稲

葉直樹、苅部好美、川田安一、菊池博、小

竹昌子、柴孝光、柴信一、須藤健、関良

彦、堤俊勝、羽子田記美男、羽田正徳、平

塚昌利、矢島博明 
 

問 花と一万人の会事務局(市都市整備課内)  
   内線1722 

ひとり親家庭等のみなさん 

Part.1 児童扶養手当をご存じですか 
 
◆児童扶養手当とは 

父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない 

児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立 

の促進を目的として支給される手当です。 

◆支給の対象となる児童 

１．父母が婚姻を解消した児童 

２．父または母が死亡した児童 

３．父または母が一定の障害の状態にある児童 

４．父または母の生死が明らかでない児童 

５．父または母から１年以上遺棄されている児童 

６．父または母が１年以上拘禁されている児童 

７．母が婚姻によらないで生まれた児童 

８．母が児童を懐胎したときの事情が不明である児童 
 
※｢児童｣とは、18歳に達する日以後、最初の3月31日(18 

 歳の年度末)までにある児童をいいます。ただし心身にお 

 おむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度 

 以上の障害)がある場合は20歳未満までとなります。 

◆手当月額 

全部支給  41,020円 一部支給  41,010円～9,680円 

※２人の場合は上記の額に5,000円加算 

※３人以上の場合は、さらに１人につき3,000円を加算 

◆支給 申請月の翌月分からの手当を4月、8月、12月に 

    支給します。 

◆注意事項 

１．所得制限があり、所得によっては手当の一部または全 

  部が停止になります。受給資格者および同居の家族の 

  方(同一敷地内で世帯分離している世帯も含む)の所得も 

  審査の対象となります。 

２．受給者や児童が公的年金を受けることができるときは 

  該当しません。ただし、両親の一方が障害年金(国民年 

  金または厚生年金法１級相当)を受給していて、障害年 

  金の子加算がある方は、子加算額と児童扶養手当額を 

  比較し、金額の多いほうを受給することになります。 

３．父または母が婚姻をしていなくても事実上の婚姻関係 

  にあるときは該当しません。 
 

Part.2 児童学資金をご存じですか 
 
児童学資金とは、父母の離婚などによりひとり親家庭と

なった児童を養育している父・母、あるいは両親に代わっ

て児童を養育している養育者(単身赴任等は含みません)に対

し支給される下妻市独自の制度です。 
 
◆支給額 義務教育(小中学校９課程の児童1人につき月額 

     3,000円 

◆支給 申請月分からの手当を9月・3月に支給します。 

※すでに受給中の方には現況届の提出について個別通知し 

 ますので、4月中に提出をお願いします。 
 
◎いずれも申し込み窓口は子育て支援課です。申請には添 

 付書類が必要です。詳しくはお問い合わせください。 
 

問 市子育て支援課 内線1595 

｢就労出張相談会｣開催 
 
就労に向けた意欲を持ちながら悩みや不安

を持った若者の相談会を開催します。一人で

悩まず一緒に考えましょう。 
 
◆日時 ４月24日(木)、５月22日(木) 

    午後２時～４時 

◆場所 下妻市勤労青少年ホーム 

◆対象 15～39歳までの若者 

    保護者・関係者 

◆相談料 無料 
 

問 申 県西若者サポートステーション  
     54-6012 

※予約制ですので、前日午後４時 

 までにお申し込みください。 

『商店街等のイベント事業』募集 
 

市では、中心市街地の活性化を図るため、市

街地の賑わいにつながる事業等を募集し、審査の

上補助をおこないます。 

補助対象事業は、中心市街地を含む一定の区

域(砂沼周辺地区都市再生整備計画事業地内）に

おいておこなわれ、かつ砂沼周辺地区の商店又は

住民を含む商店街組織・自治会等が実施すること

が要件となります。 

 補助金は、100万円を上限とし、補助対象と

する経費には、一定の制限があります。 

 また、第１次締め切りは平成26年６月末日と

なります。 
 

問 市産業振興課 内線2633・2634 
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http://www.kouiki-shimotsuma.or.jp/


『応急手当ボランティア指導員』募集 
 
●応募資格 ・年齢63歳未満で健康な方 

・応急手当普及員の資格を有し、週２日以 

 上活動できる方 

      ※資格のない人は、消防本部主催の４日間 

       の救命講習を受講し普及員の資格を取得 

       していただきます。 

●活動内容 応急手当講習会における実技指導 

●活動場所 古河市、五霞町、下妻市、八千代町、坂東 

      市、境町、常総市(旧石下町) 

●報酬 なし  

    ※ただし、交通費として１日1,000円支給 

●募集人員 10名 

●申込方法 下記へ電話連絡をお願いします。 
        

問 申 茨城西南広域消防本部 

     警防課(吉田) 

     0280-47-0126 
     Fax0280-47-0084 

自動車税の納税証明書は車検のときまで大切に保管を 
 

５月にお送りする納税通知書により自動車税を納めていただくと、領収

証書とともに納税証明書(継続検査用)が付いています。 

この納税証明書は車検のときに必要になりますので、大切に保管してく

ださい。 

また、自動車を譲る場合は譲られる方にこの納税証明書も必ず一緒に渡

してください。 

なお、納税証明書に自動車のナンバー等が印刷されていないものは使用

できませんのでご注意ください。 

詳しくは下記までおたずねください。 
 

問 茨城県筑西県税事務所 24-9184 

｢ふれあいパーティ｣を開催します 
 
<つくば会場>※平日夜開催 
  
◇日時 5月22日(木)午後７時～９時 

◇場所 つくば山水亭 

    [つくば市小野崎254 ] 

◇対象者 男女とも30代・40代の方  各20名 

◇参加費 男性4,000円 女性1,000円 ※当日徴収 
 
<つくば会場> 
  
◇日時 5月24日(土)午後１時30分～４時30分 

◇場所 ホテルロマウド筑波 

            [土浦市城北町2-24 ]  

◇対象者 男女とも45歳以下の方 各20名 

◇参加費 男性4,000円 女性1,000円 ※当日徴収 
 
<境会場> 
  
◇日時 5月31日(土)午後１時30分～４時30分 

◇場所 境町ふれあいの里 

            [猿島郡境町栗山815 ] 

◇対象者 再婚希望者 男女とも30代・40代の方   

     各20名 

◇参加費 男性4,000円 女性1,000円 ※当日徴収 
 
◆申込開始 随時 
 

問 申 NPO法人ベル・サポート  
     0280-87-7085(月曜休) 
     E-mail：info@bell-support.net 

『観光ボランティアガイド』募集 
 
観光協会では、市を訪れた観光客の皆さんに対して、本市の素晴らしい

歴史や文化、自然、産業などを広く紹介し、地域の温かい｢おもてなしの

心｣を伝え、案内をしていただく観光ボランティアガイドを募集します。 

市の観光や文化財等に関心があり、その魅力を多くの人に紹介する意欲

のある方をお待ちしています。 
 

●対象者 18歳以上の市内在住者で、日中、観光ガイドのできる方(無償) 

●申込方法 産業振興課(千代川庁舎)に備え付けてある申込書に、必要事 

      項を記入のうえ、お申し込みください。 
 

問 申 市観光協会事務局(市産業振興課内) 内線2632 

『クラブ会員』募集 
 
｢子育てママ、一緒におしゃべりしませんか！｣下妻母親クラブは地

域の子供たちの健全育成を目的として、母親たちが企画・運営するク

ラブ(平成25年度会員数74組)です。 

つきましては、下記の通り募集しますので、たくさんのご応募お待

ちしています。 
 
◆日時 ４月22日(火)午前10時～(受付９時50分～) 

◆場所 下妻公民館 ２階 学習室 

◆内容 全体説明会・全体総会 午前10時～ 

入会手続き 説明会・総会終了後～ 

   ※活動をスム－ズにおこなうため、入会手続きは当日お済ま 

    せください。 

   ※通常の活動日と曜日が違いますのでご注意ください。 
 

<ゆりかごクラブ> 

・活動日時 毎週木曜日午前10時30分～11時30分 

      (夏休み等活動休止期間あり) 

・活動場所 リフレこかい･下妻公民館 1F和室等 

・対象 ０ヶ月～１歳のお誕生月の乳幼児と母親・子育て支援に興味 

    のある方 

・会費 親子１組 年会費1,000円(子供2人の場合は1,500円) 

・保険 年間 大人190円/子供180円 

・活動内容 赤ちゃんとの室内遊び・講座等  
 
<ちょうちょうクラブ> 

・活動日時 週木曜日午前10時30分～11時30分 

      (夏休み等活動休止期間あり) 

・活動場所 リフレこかい・下妻公民館 学習室等 

・対象 就園前の幼児と母親・子育て支援に興味のある方 

・会費 親子１組 年会費1,000円(子供2人の場合は1,500円) 

・保険 年間 大人190円／子供180円 

・活動内容 季節の行事や体操・工作・趣味の講座等 
 
<あおむしクラブ> 

・活動日時 不定期 午後１時～３時 

      (夏休み等活動休止期間あり) 

・活動場所 下妻公民館 等 

・対象 パネルシアターのボランティアに興味のある方 

・活動内容 パネルシアターの製作・上演等 

・会費 500円(あおむしクラブのみの入会の場合) 

・保険 年間 大人190円 
 
●各クラブへの申し込み方法  

 ４月22日の説明会に出席し、申込書に必要事項を記入のうえ、入会 

 金・保険代を添えて全体総会終了後、入会手続きの時に提出してく 

 ださい。 

 ※会員は随時募集します。 
 
※活動日時・場所等につきましては、若干の変更が生じる場合があり

ますので、ご了承ください。 
 

問 下妻母親クラブ(酒寄) 090-1128-2486 

『河川愛護モニター』募集 
 
 国土交通省は、河川をやさしく見守ってくださる河川愛護モニターを募集
します。 
 
●活動期間 7月1日～平成27年6月30日(1年間) 

●活動範囲 国土交通省下館河川事務所が管轄する鬼怒川または小貝川で、 

      日常生活の中で無理なく活動できる範囲とします。 

●応募資格 活動範囲から2km以内に居住する満20歳以上の方 

●手当 実費程度(通信・連絡費程度) 

●定員 10名程度 

●応募方法 下館河川事務所のホームページまたは市役所建設課に備え付 

      けの｢河川愛護モニター募集要項｣を読み、｢応募用紙｣に必要 

      事項を記入し郵送してください。 

●申込期限 5月9日(金)必着 
 
◎活動内容等についてのお問い合わせは、下記までお願いします。 
 

問 申 国土交通省下館河川事務所占用調整課河川愛護モニター担当係 
       25-2151 FAX.25-2170 

[筑西市二木成1753番地] 

案 内 

募 集 
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